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令和５年４月長浜市教育委員会定例会 議事日程 

 

 

令和５年４月２６日（水） 午後１時３０分～ 

長浜市役所５階 教育委員会室   

 

１．開 会 

 

２．議 事 

日程第１ 会議録署名委員指名 

 

日程第２ 会議録の承認 

３月定例会 

 

日程第３ 教育長の報告 

 

日程第４ 議案審議 

議案第１７号 学校運営協議会委員の任命について 

議案第１８号 長浜市図書館協議会委員の委嘱について 

 

日程第５ 協議・報告事項 

     （１）（仮称）長浜市こども若者計画の策定について 

（２）長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正につ

いて 

（３）長浜市病児保育施設整備費等補助金交付要綱の一部改正について 

（４）民間保育所の整備について 

 

日程第６ その他 

 

３．閉 会 

 

 

 

 

令和５年５月教育委員会定例会開催日程 ５月２５日（木） 午後１時３０分～ 
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議案第１７号 

 

   学校運営協議会委員の任命について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 47条の５第２

項及び長浜市立学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成 23年長浜市教

育委員会規則第２号）第６条の規定に基づき、次のとおり学校運営協議会委員を任命する

ことについて、教育委員会の議決を求める。 

 

令和５年４月２６日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

 

  任命（案）   別紙のとおり 

 

  委員の任期は、令和５年４月２６日から令和６年３月３１日までとする。 
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番号 学校名 人数 区分 氏名 新規 番号 学校名 人数 区分 氏名 新規
長浜市立西中学校 地域住民 和田　信人 長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 竹花　佑介
長浜市立西中学校 保護者 鈴木　厚志 長浜市立長浜小学校 地域住民 佐藤　泉 〇
長浜市立西中学校 地域住民 下司　貴之 長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 尾崎　栄治 〇
長浜市立西中学校 地域住民 西村　俊一 長浜市立長浜小学校 地域住民 杉本　義明 〇
長浜市立西中学校 地域住民 澤　秀樹 長浜市立長浜小学校 地域住民 鈴木　厚志
長浜市立西中学校 地域住民 古池　直子 長浜市立長浜小学校 地域住民 石居　隆則 〇
長浜市立西中学校 地域住民 田中　猛士 長浜市立長浜小学校 保護者 岡本　健 〇
長浜市立西中学校 保護者 森　まゆみ 長浜市立長浜小学校 保護者 寺田　智子 〇
長浜市立北中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 徳田　清孝 長浜市立長浜小学校 保護者 高田　江利子 〇
長浜市立北中学校 地域住民 藪内　久美子 長浜市立長浜北小学校 地域住民 畑澤　寿和
長浜市立北中学校 地域住民 川北　克彦 長浜市立長浜北小学校 地域住民 押谷　雅美
長浜市立北中学校 地域住民 林　章浩 長浜市立長浜北小学校 保護者 渡邉　富三郎
長浜市立北中学校 地域住民 廣部　重嗣 長浜市立長浜北小学校 保護者 𠮷井　大祐
長浜市立北中学校 地域住民 廣部　宇一郎 長浜市立長浜北小学校 保護者 大塚　誠嚴
長浜市立北中学校 地域住民 蒲生　純子 長浜市立長浜北小学校 保護者 中原　幸嗣
長浜市立北中学校 地域住民 廣田　由美 長浜市立長浜北小学校 保護者 藤田　浩二 〇
長浜市立北中学校 地域住民 浅山　禎信 長浜市立長浜北小学校 地域住民 藤田　広美 〇
長浜市立北中学校 保護者 川島　典子 〇 長浜市立長浜北小学校 地域住民 渡辺　博己 〇
長浜市立東中学校 地域住民 曽我　景年 長浜市立長浜北小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 髙橋　初美
長浜市立東中学校 保護者 勅使河原　剛 長浜市立神照小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 橘　憲照
長浜市立東中学校 地域住民 角田　功 長浜市立神照小学校 地域住民 藤田　誠一
長浜市立東中学校 地域住民 木村　富久子 長浜市立神照小学校 保護者 村田　寿郎
長浜市立東中学校 地域住民 岩﨑　俊男 長浜市立神照小学校 地域住民 飯田　和浩
長浜市立東中学校 地域住民 森　久子 長浜市立神照小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 小倉　味穂
長浜市立東中学校 保護者 原馬　正弥 〇 長浜市立神照小学校 保護者 中村　明博
長浜市立東中学校 保護者 沖　いづみ 〇 長浜市立神照小学校 地域住民 川島 典子 〇
長浜市立南中学校 地域住民 池野　則男 長浜市立南郷里小学校 保護者 小足　久司
長浜市立南中学校 地域住民 山岡　陽子 長浜市立南郷里小学校 地域住民 中井　傳一 〇
長浜市立南中学校 地域住民 柴田　善成 長浜市立南郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 西川　雅徳
長浜市立南中学校 地域住民 保﨑　尚栄 長浜市立南郷里小学校 地域住民 辻井　千穂
長浜市立南中学校 地域住民 髙津　融男 長浜市立南郷里小学校 地域住民 田附　宗一
長浜市立南中学校 地域住民 佐藤　明子 長浜市立南郷里小学校 保護者 山本　貴大 〇
長浜市立南中学校 保護者 中田　裕樹 〇 長浜市立南郷里小学校 地域住民 伊吹　浩
長浜市立浅井中学校 地域住民 北田　圭一 長浜市立南郷里小学校 地域住民 平居　久美子 〇
長浜市立浅井中学校 地域住民 今荘　優 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 林　貞雄
長浜市立浅井中学校 地域住民 柴田　博文 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 西尾　修
長浜市立浅井中学校 その他教育委員会が適当と認める者 伊吹　鈴子 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 間塚　悟
長浜市立浅井中学校 その他教育委員会が適当と認める者 山口　寿子 〇 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 川﨑　聖
長浜市立浅井中学校 地域住民 冨士野　秀峰 〇 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 中島　恵子
長浜市立浅井中学校 保護者 山田　清仁 〇 長浜市立北郷里小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 森　久子
長浜市立びわ中学校 地域住民 杉中　美智男 長浜市立北郷里小学校 保護者 春近　環
長浜市立びわ中学校 地域住民 川瀬　利弥 長浜市立長浜南小学校 地域住民 中川　隆子
長浜市立びわ中学校 地域住民 馬淵　泰 長浜市立長浜南小学校 地域住民 芳井　悦雄
長浜市立びわ中学校 地域住民 中川　嘉隆 長浜市立長浜南小学校 地域住民 清水　みよ
長浜市立びわ中学校 地域住民 川邉　義隆 長浜市立長浜南小学校 地域住民 清水　宏昭
長浜市立びわ中学校 保護者 堂村　明仁 長浜市立長浜南小学校 地域住民 常木　　聡
長浜市立びわ中学校 地域住民 白水 みどり 〇 長浜市立長浜南小学校 地域住民 谷田　一代
長浜市立びわ中学校 保護者 塚田 正喜 〇 長浜市立長浜南小学校 地域住民 堀内　久和
長浜市立湖北中学校 地域住民 遠藤　健 〇 長浜市立長浜南小学校 保護者 丸本　聡美 〇
長浜市立湖北中学校 地域住民 涌井　要助 長浜市立湯田小学校 地域住民 木原　邦彦
長浜市立湖北中学校 地域住民 丸岡　英明 長浜市立湯田小学校 地域住民 西橋　佳代子
長浜市立湖北中学校 地域住民 矢田　美春 長浜市立湯田小学校 地域住民 近藤　八栄子
長浜市立湖北中学校 地域住民 中島　紳一 〇 長浜市立湯田小学校 地域住民 田中　日出男 〇
長浜市立湖北中学校 保護者 木元　耕平 〇 長浜市立湯田小学校 保護者 杉本　芳枝 〇
長浜市立湖北中学校 地域住民 西嶋　成子 長浜市立田根小学校 地域住民 岩崎　賢  
長浜市立湖北中学校 保護者 伊吹　明子 長浜市立田根小学校 地域住民 矢守　昭男
長浜市立高月中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 野村　幸弘 長浜市立田根小学校 地域住民 中居　和平
長浜市立高月中学校 地域住民 常陸　和宏 長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 三上　保彦
長浜市立高月中学校 保護者 成田　弥生 長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 佐治　寛嗣
長浜市立高月中学校 保護者 中谷　正弘 長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 髙田　美智男
長浜市立高月中学校 保護者 元野　剛 長浜市立田根小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 中嶋　利明
長浜市立高月中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 水上　定芳 〇 長浜市立田根小学校 地域住民 田中　憲次
長浜市立高月中学校 保護者 野冽　孝二 〇 長浜市立田根小学校 地域住民 長井　洋子
長浜市立高月中学校 保護者 川村　裕子 〇 長浜市立田根小学校 保護者 橋本　辰昭 〇
長浜市立木之本中学校 地域住民 岩根　健治 長浜市立田根小学校 地域住民 脇坂　美春
長浜市立木之本中学校 地域住民 早川　紀久子 長浜市立田根小学校 地域住民 押谷　浩之 〇
長浜市立木之本中学校 地域住民 木口　峰明 長浜市立浅井小学校 地域住民 松井　善和
長浜市立木之本中学校 地域住民 原　智子 長浜市立浅井小学校 地域住民 青井　洋子
長浜市立木之本中学校 地域住民 武田　真紀子 長浜市立浅井小学校 地域住民 伊吹　安夫 〇
長浜市立木之本中学校 地域住民 竹本　信一 長浜市立浅井小学校 地域住民 川口　治郎 〇
長浜市立木之本中学校 地域住民 白髭　昭子 長浜市立浅井小学校 保護者 冨士野　秀峰 〇
長浜市立西浅井中学校 地域住民 岩谷　珠紀 長浜市立浅井小学校 地域住民 奥長　泰彦 〇
長浜市立西浅井中学校 地域住民 岩佐  欣子 長浜市立浅井小学校 地域住民 澤村　康則 〇
長浜市立西浅井中学校 保護者 田中　将義 〇 長浜市立浅井小学校 地域住民 山田　正博
長浜市立西浅井中学校 地域住民 山内　敏美 長浜市立浅井小学校 地域住民 千田　勘治
長浜市立西浅井中学校 保護者 石田　剛寛 長浜市立浅井小学校 地域住民 西川　久代
長浜市立西浅井中学校 地域住民 大田　久衛
長浜市立西浅井中学校 地域住民 雨森　茂昭
長浜市立西浅井中学校 地域住民 矢橋　禎祝
長浜市立西浅井中学校 保護者 橘　周子 〇
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17 5

18 12

10

10 9

19

8

令和5年度　学校運営協議会委員名簿　一覧表　（№1)            令和５年４月２６日～令和６年３月３１日

1 8
11 9

2 10
12 10

3 8
13 7

4 7
14 8

15 7
5 7

86
816

87
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番号 学校名 人数 区分 氏名 新規 番号 学校名 人数 区分 氏名 新規
長浜市立びわ南小学校 地域住民 伊藤　雅明 長浜市立七郷小学校 地域住民 野瀬　謙治
長浜市立びわ南小学校 地域住民 中川　有紀 長浜市立七郷小学校 地域住民 片山　源之
長浜市立びわ南小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 森川　裕子 長浜市立七郷小学校 保護者 中橋　忠之
長浜市立びわ南小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 藤　堅正 長浜市立七郷小学校 保護者 吉内　晶子
長浜市立びわ南小学校 地域住民 中川　泰彦 長浜市立七郷小学校 保護者 中川　芳政
長浜市立びわ南小学校 保護者 塚田　美晴 長浜市立七郷小学校 地域住民 笠原　仁之
長浜市立びわ南小学校 保護者 西邑　淳 〇 長浜市立七郷小学校 保護者 藤田　丈晴 〇
長浜市立びわ南小学校 保護者 曽我　佳広 〇 長浜市立七郷小学校 地域住民 片山　三男 〇
長浜市立びわ南小学校 保護者 中川　菜摘 〇 長浜市立高時小学校 地域住民 池田　金夫
長浜市立びわ北小学校 地域住民 柏本　辰雄 長浜市立高時小学校 地域住民 大山　考一
長浜市立びわ北小学校 地域住民 藤澤　俊之 長浜市立高時小学校 地域住民 熊井　時男
長浜市立びわ北小学校 地域住民 杉中　美智男 長浜市立高時小学校 地域住民 𠮷田　源市

長浜市立びわ北小学校 地域住民 藤本　永照 長浜市立高時小学校 地域住民 奥村　宏明
長浜市立びわ北小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 阿部　秀彦 長浜市立高時小学校 地域住民 山内　昌達
長浜市立びわ北小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 竹内　和生 長浜市立高時小学校 保護者 髙橋　裕二
長浜市立びわ北小学校 地域住民 伊藤　かをり 長浜市立高時小学校 保護者 雀部　司 〇
長浜市立びわ北小学校 地域住民 森岡　政人 長浜市立木之本小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 梅本　信幸
長浜市立びわ北小学校 地域住民 沓水　文太郎 長浜市立木之本小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 山表　春代
長浜市立小谷小学校 地域住民 富永　進也 長浜市立木之本小学校 地域住民 橋本　保和
長浜市立小谷小学校 地域住民 柴山　靖子 長浜市立木之本小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 稲舘　幸子
長浜市立小谷小学校 地域住民 小畑　とし子 長浜市立木之本小学校 地域住民 林　守
長浜市立小谷小学校 地域住民 脇坂　肇 〇 長浜市立木之本小学校 保護者 速水　貴将 〇
長浜市立小谷小学校 地域住民 丁野　真美 長浜市立木之本小学校 地域住民 藤田　喜代隆 〇
長浜市立小谷小学校 保護者 脇坂　亮 長浜市立伊香具小学校 地域住民 二宮　保

長浜市立小谷小学校 保護者 山口　紘示 〇 長浜市立伊香具小学校 地域住民 二宮　敏恵
長浜市立小谷小学校 地域住民 脇坂　博之 長浜市立伊香具小学校 地域住民 佃　豊春
長浜市立速水小学校 地域住民 伊藤　武夫 長浜市立伊香具小学校 地域住民 清水  研治
長浜市立速水小学校 地域住民 遠藤　加代 長浜市立伊香具小学校 地域住民 谷口 誠一
長浜市立速水小学校 保護者 中村　智子 〇 長浜市立伊香具小学校 地域住民 林　恒夫
長浜市立速水小学校 地域住民 中澤　正和 長浜市立伊香具小学校 保護者 福田　裕子
長浜市立速水小学校 地域住民 関谷　英隆 長浜市立伊香具小学校 地域住民 内貴　正彦 〇
長浜市立速水小学校 保護者 谷口　真季 長浜市立伊香具小学校 保護者 林　隆司 〇
長浜市立速水小学校 保護者 前川　誠 長浜市立塩津小学校 地域住民 浅井　弥一郎
長浜市立速水小学校 地域住民 松居　哉 長浜市立塩津小学校 地域住民 大谷　景子
長浜市立速水小学校 保護者 大谷　琢央 長浜市立塩津小学校 地域住民 平塚　久子
長浜市立速水小学校 保護者 是洞　知紀 〇 長浜市立塩津小学校 その他教育委員会が適当と認める者 小嶋　秀詔
長浜市立朝日小学校 地域住民 竹本　直隆 長浜市立塩津小学校 保護者 沢尾　昭治
長浜市立朝日小学校 地域住民 池田　美由紀 長浜市立塩津小学校 地域住民 杉本　修
長浜市立朝日小学校 地域住民 森　豊児 長浜市立塩津小学校 地域住民 西山　貢 〇
長浜市立朝日小学校 地域住民 竹本　久隆 長浜市立塩津小学校 地域住民 平塚　浩美
長浜市立朝日小学校 地域住民 片山　友明 長浜市立塩津小学校 地域住民 松井　茂樹 〇
長浜市立朝日小学校 保護者 杉本　修示 長浜市立永原小学校 地域住民 桒原　忠行
長浜市立朝日小学校 地域住民 石原　竜彦 長浜市立永原小学校 保護者 藤田　朱希
長浜市立朝日小学校 地域住民 浅井　和美 長浜市立永原小学校 地域住民 磯井　義人
長浜市立朝日小学校 保護者 木元　耕平 〇 長浜市立永原小学校 地域住民 鍋島　直晶
長浜市立朝日小学校 保護者 清水　ゆかり 〇 長浜市立永原小学校 地域住民 田中　とし子
長浜市立富永小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 平井　幸晴 長浜市立永原小学校 保護者 赤坂　太司 〇
長浜市立富永小学校 地域住民 岡島　義孝 長浜市立永原小学校 保護者 上田　祐佳 〇
長浜市立富永小学校 地域住民 大橋　豊彦 長浜市立虎姫学園 地域住民 伊藤　克美
長浜市立富永小学校 地域住民 吉田　朋子 長浜市立虎姫学園 地域住民 北川　英樹
長浜市立富永小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 久保田　智臣 長浜市立虎姫学園 地域住民 川合　和子
長浜市立富永小学校 地域住民 井口　幸恵 〇 長浜市立虎姫学園 対象学校の運営に資する活動を行う者 中川　治代 〇
長浜市立富永小学校 保護者 天守　正史 〇 長浜市立虎姫学園 地域住民 河村　好子
長浜市立富永小学校 保護者 久保田　美樹 〇 長浜市立虎姫学園 保護者 藤本　良美
長浜市立高月小学校 地域住民 藤森　了堅 長浜市立虎姫学園 地域住民 角川　雅敏
長浜市立高月小学校 地域住民 水谷　清一郎 長浜市立虎姫学園 対象学校の運営に資する活動を行う者 北辺　禎雄
長浜市立高月小学校 地域住民 中井　眞一 長浜市立虎姫学園 地域住民 饗場　理佳 〇
長浜市立高月小学校 地域住民 中村　育美 長浜市立虎姫学園 地域住民 饗場　善秀
長浜市立高月小学校 地域住民 小森　悦子 長浜市立余呉小中学校 保護者 布施　智
長浜市立高月小学校 地域住民 松田　忠次郎 長浜市立余呉小中学校 地域住民 城楽　直
長浜市立高月小学校 保護者 西川　洋輔 長浜市立余呉小中学校 地域住民 柏野　さゆり
長浜市立高月小学校 保護者 山岡　広典 〇 長浜市立余呉小中学校 地域住民 武友　新一
長浜市立高月小学校 保護者 岩佐　聡美 〇 長浜市立余呉小中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 植田　潤
長浜市立古保利小学校 地域住民 鈴木　三英 長浜市立余呉小中学校 地域住民 織田 　しげみ
長浜市立古保利小学校 地域住民 森口　正幸 〇 長浜市立余呉小中学校 保護者 武友　裕司 〇
長浜市立古保利小学校 地域住民 西川　徳衛 〇 長浜市立余呉小中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 小山　武士 〇
長浜市立古保利小学校 地域住民 松井　辰夫 〇 長浜市立余呉小中学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 前川　和彦
長浜市立古保利小学校 地域住民 北川　まり子 長浜市立余呉小中学校 保護者 武友　邦彦
長浜市立古保利小学校 地域住民 細江　明美 〇 長浜市立余呉小中学校 地域住民 筑田　利美
長浜市立古保利小学校 地域住民 山﨑　美恵子 長浜市立とらひめ認定こども園 地域住民 貴山　明
長浜市立古保利小学校 地域住民 森　智恵美 長浜市立とらひめ認定こども園 対象学校の運営に資する活動を行う者 吉田　道明
長浜市立古保利小学校 保護者 町本　高章 〇 長浜市立とらひめ認定こども園 対象学校の運営に資する活動を行う者 馬場　壽夫
長浜市立古保利小学校 保護者 前田　ゆかり 〇 長浜市立とらひめ認定こども園 対象学校の運営に資する活動を行う者 寺田　智子

長浜市立とらひめ認定こども園 地域住民 横田　のぞみ
合計人数 303

新規人数 76

令和5年度　学校運営協議会委員名簿　一覧表　（№２)            令和５年４月２６日～令和６年３月３１日

36 5

27 10

32 9

23 10

33 7

24 10

34 10

31

25 8

35 11

26 9

29 8

20 9
28 8

21 9

30 7

22 8

9
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議案第１８号 

 

長浜市図書館協議会委員の委嘱について 

 

 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 15 条及び長浜市立図書館条例（平成 18 年長浜

市条例第 189 号）第 10 条の規定に基づき、次のとおり長浜市図書館協議会委員を委嘱す

ることについて、教育委員会の議決を求める。 

 

 

令和５年４月２６日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

 

委嘱                           

・任期は令和５年５月１日から令和６年４月３０日までとする。 

 

区 分 氏 名 備  考 着任歴  

学校教育関係者 福本 恵祐 
中学校長会代表 

 西浅井中学校 校長 
新規 委嘱 
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学校教育関係者（１名）
(敬称略)

区分 氏　　名 性別 備　　　考 着任歴

1 学識経験者 國松
くにまつ

　完
かん

二
じ 男 京都橘大学教授・元滋賀県立図書館長 ５期目

2 学識経験者 小北
こきた

　晶男
あきお 男 元米原市立図書館長 １期目

3 学識経験者 三田村
み た む ら

　悦子
えつこ 女 前守山市立図書館長 １期目

4 社会教育関係者 藤居
ふじい

　みよし 女 社会教育委員 ２期目

5 社会教育関係者 阿
あ

閉
つじ

　正美
まさみ 男 図書館音訳ボランティア ３期目

6 家庭教育関係者 川瀬
かわせ

　寛子
ひろこ 女 家庭教育推進協議会委員 ４期目

7 家庭教育関係者 山内
やまうち

　真紀
ま き 女 放課後児童クラブスタッフ １期目

8
学校教育関係者
（今回上程） 福本

ふくもと

　恵祐
けいすけ 男 中学校長会代表 西浅井中学校 校長 １期目

9 学校教育関係者 吉田
よしだ

　浩之
ひろゆき 男 小学校長会代表 田根小学校 校長 １期目

10 学校教育関係者 中村
なかむら　かおり

　向里 女
保・幼・認定こども園代表
　南郷里幼稚園 園長

１期目

任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日（２年）

※学校教育関係者の任期は、令和４年５月１日から～令和６年４月３０日（２年）

令和４・５年度長浜市図書館協議会委員
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（仮称）長浜市未来こども若者計画の策定について 
 

 １．趣旨                                                     

第 2 期長浜市子ども・子育て支援事業計画の計画期間が令和 6 年度末で終期を迎える

にあたり、第 2 期計画の評価を踏まえ反映させるとともに、令和 5 年 4 月 1 日施行の「こども

基本法」に基づく、（仮称）長浜市未来こども若者計画を策定します。 

 

 

 ２．目的                                                     

 次代の社会を担う全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実

現を目指して、本市こども施策を総合的かつ強力に推進するため、計画を策定します。 

 

 

 ３．計画期間                                                 

 令和 7年度～令和 11年度 （5年間） 

 

 

 ４．計画の内容                                              

■令和 5 年策定予定のこども大綱（国）や滋賀県こども計画を勘案して計画を策定します（努

力義務）。 

■「（仮称）長浜市未来こども若者計画」は、以下の計画を含みます。 

〇｢子ども・子育て支援事業計画①」（｢次世代育成支援行動計画②｣、｢ひとり親家庭自立 

促進計画③｣、｢新･放課後子ども総合プラン④｣、｢こどもの貧困対策計画⑤｣を包含） 

に加え、 

〇平成 26年 6月 17日付厚生労働省通知に基づく「母子保健計画⑥」 

〇こども基本法において計画に含むよう規定されている「子ども・若者計画⑦」 

を盛り込みます。 

 

 

 

 

 

 

協議・報告事項（１） 

未来創造部未来こども若者局 

こども若者応援課 
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 ５．実施内容                                                  

①現状と課題の整理、分析 

②こども若者の意見聴取（アンケート調査、関係団体インタビュー等） 

③未来こども若者会議での調査審議 

④（仮称）長浜未来こども若者計画の策定 

※計画の策定にあたっては、こどもの意見を反映に係る措置を講じることが義務付けられてい

ることから、こどもの意見聴取を重点的に実施します。 

 

 ６．スケジュール（案）                                              

 

令和 5年 5月 議会報告（着手） 

プレスリリース 

6月 インタビュー開始 

7月 長浜市未来こども若者会議（年 3回程度開催） 

重点プロジェクトアンケート実施 

10月 アンケート調査着手 

令和 6年 3月 議会報告（経過報告） 

7月 議会報告（経過報告） 

11月 パブリックコメント 

令和 7年 2月 議会報告（最終報告） 

3月 計画策定 

■新「長浜市未来こども若者計画」（想定）
●こども…子ども（０～１８歳）＋若者（～４０歳未満）

長
浜
市
教
育
振
興
基
本
計
画

長

浜

市

人

権

施

策

推

進

基

本

計

画

長

浜

市

男

女

共

同

参

画

行

動

計

画

そ

の

他

の

計

画

②
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画

④
新･

放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン

③
ひ
と
り
親
家
庭
自
立
促
進
計
画

⑤
こ
ど
も
の
貧
困
対
策
計
画

⑦
（
新
）
子
ど
も
・
若
者
計
画

⑥
（
新
）
母
子
保
健
計
画

長浜市総合計画

長浜市地域福祉計画

←

若

者

→
←

こ

ど

も

→

こ

ど

も

若

者

施

策

（
仮
）
未
来
こ
ど
も
若
者
計
画

①
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

整合
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 ７．実施体制                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市未来こども若者政策推進本部 

【本部員会議】（庁議） 

【幹事会議】（次長会議） 
協議・検討 

【ワーキング部会】関係課職員 

・計画(案)の策定 
・重点施策・具体
的な施策の検討 
・目標の設定等 

  

(仮称)長浜市未来こども若者計画の策定 

実態調査・アンケート 

審議 
長浜市議会  

(総務教育常任委員会) 

【附属機関】 

長浜市未来こども若者会議 

構成員：学識経験 
各種団体の代表者 
その他 15 名程度 

・現状と課題の整理 
・具体的な施策の検討 
・計画(案)の作成等 
 

(新)【(仮)こども若者トーク】 

構成員：こども、若者、市民
活動団体メンバー等 
・現状と課題 
・インタビューの実施 
・施策の提案等 

報告 

意見表明 
 

協議 
報告 

(新)こども若者インタビュー 

・パブリックコメント等 
・(新)対象者別実態調査 

中高生 
18～30 歳代 
婚姻・出産・子育て世代 
転入出者 

・アンケート調査 
 

意見反映 
 

意見反映 
 

      市長 ・提言を受け素
案作成 
施策素案 A、B、

C・・ 

こども若者施策の実施 

必要に応じて意見聴取 

 

意見表明 
 

（新）こ ど も 若 者 ボ イ ス 
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長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正に

ついて 

 

 

第１ 制定・改廃理由 

令和４年度から実施している民間保育所・認定こども園に対する原油価格高騰負担軽

減対策について、令和５年度も引続き実施するため、当該要綱の一部を改正するもの。 

 

 

第２ 要点 

別表に規定する補助対象経費等の期間について「令和４年１月から令和４年１２月ま

で」を「令和５年１月から令和５年１２月まで」に改める。 

 

 

第３ 施行期日 

令和５年４月１日 

協議・報告事項（２） 
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○長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

  

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 事業

種別 

補助対象

事業 

補助対象

経費 

補助要件及び補

助基準額 

  事業

種別 

補助対象

事業 

補助対象

経費 

補助要件及び補

助基準額 

 

 (1)～(11) 略   (1)～(11) 略  

 (12) 

原

油

価

格

・

物

価

高

騰

負

担

軽

減

臨

時

特

例

事

業 

民間認可

保育所及

び認定こ

ども園運

営費 

保育所等

の施設燃

料費 

(１) 補助金算

定方法は、次のと

おりとする。 

交付基準額×補

助率 

(２) 交付基準

額は、次のとおり

算定する。 

（（令和５年１月

から令和５年12

月までの施設燃

料費（以下「補助

対象経費」とい

う。））－（令和

３年１月から令

和３年12月まで

の施設燃料費（以

下「補助金算定基

礎額」という。）））

－（特定教育・保

育、特別利用保

育、特別利用教

育、特定地域型保

育、特別利用地域

型保育、特定利用

地域型保育及び

特例保育に要す

る費用の額の算

定に関する基準

等（平成27年３月

31日内閣府告示

第49号）に基づき

算定した令和５

年１月から令和

５年12月までの

冷暖房費加算額

－令和３年１月

から令和３年12

月までの冷暖房

費加算額） 

※各項において、

  (12) 

原

油

価

格

・

物

価

高

騰

負

担

軽

減

臨

時

特

例

事

業 

民間認可

保育所及

び認定こ

ども園運

営費 

保育所等

の施設燃

料費 

(１) 補助金算

定方法は、次のと

おりとする。 

交付基準額×補

助率 

(２) 交付基準

額は、次のとおり

算定する。 

（（令和４年１月

から令和４年12

月までの施設燃

料費（以下「補助

対象経費」とい

う。））－（令和

３年１月から令

和３年12月まで

の施設燃料費（以

下「補助金算定基

礎額」という。）））

－（特定教育・保

育、特別利用保

育、特別利用教

育、特定地域型保

育、特別利用地域

型保育、特定利用

地域型保育及び

特例保育に要す

る費用の額の算

定に関する基準

等（平成27年３月

31日内閣府告示

第49号）に基づき

算定した令和４

年１月から令和

４年12月までの

冷暖房費加算額

－令和３年１月

から令和３年12

月までの冷暖房

費加算額） 

※各項において、
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新 旧 

その差額が零を

下回る場合は、零

として計算する。 

(３) 補助対象

経費上限額は、次

のとおりとする。 

補助金算定基礎

額×1.2 

(４) 補助率は

次のとおりとす

る。 

10分の10 

その差額が零を

下回る場合は、零

として計算する。 

(３) 補助対象

経費上限額は、次

のとおりとする。 

補助金算定基礎

額×1.2 

(４) 補助率は

次のとおりとす

る。 

10／10 

 (13) 略   (13) 略  
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協議・報告事項（３） 

長浜市規則等の制定･改廃に関する概要説明書 

 

担  当：幼児課 

件  名：長浜市病児保育施設整備費等補助金交付要綱の一部改正について 

 

 

第１ 制定・改廃理由 

物価高騰・原油価格高騰による生活者支援・事業者支援策として、病児保育事業所の

施設燃料費高騰にかかる補助を行うため、要綱の一部を改正するもの。 

 

 

第２ 要点 

(１) 施設燃料費高騰対策として、補助基準額、補助対象経費、補助率等を新たに規定

する。（別表への追加） 

 (２) その他文言の整理 

 

 

第３ 施行期日 

令和５年４月１日 
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○長浜市病児保育施設整備費等補助金交付要綱の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

  

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

長浜市病児保育施設整備費等補助金交付基準 長浜市病児保育施設整備費等補助金交付基準 

 補助

対象

事業 

補助基準額 
補助対

象経費 

補

助

率 

上限額 

  補助

対象

事業 

補助基準額 
補助対

象経費 

補

助

率 

上限額 

 

 病児

保育

施設

整備

事業 

医療提供体制施

設整備交付金交

付要綱（平成27

年８月19日付け

厚生労働省発医

政0819第４号）

に定める補助基

準額の範囲内で

予算で定める額 

開設の

ために

必要な

建物の

新築、

増築又

は改築

に必要

な工事

請負費

（附帯

備品の

購入費

を含

む。）。

ただ

し、土

地の買

収及び

整地に

係る費

用並び

に建物

の買収

に係る

費用を

除く。 

10

分

の

10 

500万円   病児

保育

施設

整備

事業 

医療提供体制施

設整備交付金交

付要綱（平成27

年８月19日付け

厚生労働省発医

政0819第４号）

に定める補助基

準額の範囲内で

予算で定める額 

開設の

ために

必要な

建物の

新築、

増築又

は改築

に必要

な工事

請負費

（附帯

備品の

購入費

を含

む。）。

ただ

し、土

地の買

収及び

整地に

係る費

用並び

に建物

の買収

に係る

費用を

除く。 

10

／

10 

500万円  

 病児

保育

運営

事業 

病児保育事業実

施要綱に準じた

下記事業 

病児保

育事業

の実施

に要す

る経費 10

分

の

10 

   病児

保育

運営

事業 

病児保育事業実

施要綱に準じた

下記事業 

病児保

育事業

の実施

に要す

る経費 
10

／

10 

  

 １ 基本分 １ 基本

分 

  １ 基本分 １ 基本

分 

 

 １か所当たり

年額 

7,031,000円 

7,031,00

0円 

  １か所当たり

年額 

7,031,000円 

7,031,00

0円 

 

 うち改善分 

2,538,000円 

   うち改善分 

2,538,000円 

  

 ※ただし、利

用の少ない

   ※ただし、利

用の少ない
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新 旧 

日等におい

て、地域の

保育所等へ

の情報提供

や巡回支援

等を実施し

ない場合

は、改善分

を減算する

こと。 

日等におい

て、地域の

保育所等へ

の情報提供

や巡回支援

等を実施し

ない場合

は、改善分

を減算する

こと。 

 ２ 加算分 １

か所当たり年

額 

２ 加算

分 

  ２ 加算分 １

か所当たり年

額 

２ 加算

分 

 

 (１) 年間延

べ利用児童

数に応じた

加算 

(１) 

年間

延べ

利用

児童

数の

数の

区分

によ

る額 

  (１) 年間延

べ利用児童

数に応じた

加算 

(１) 

年間

延べ

利用

児童

数の

数の

区分

によ

る額 

 

 

 

年間

延べ

利用

児童

数 

基準

額 
 

   

 

年間

延べ

利用

児童

数 

基準

額 
 

  

  50人
以上 

100人

未満 

1,000

,000

円 

  

 

   50人
以上 

100人

未満 

1,000

,000

円 

  

 

 

  100人
以上 

150人

未満 

1,500

,000

円 

  

 

   100人
以上 

150人

未満 

1,500

,000

円 

  

 

 

  150人
以上 

200人

未満 

2,000

,000

円 

  

 

   150人
以上 

200人

未満 

2,000

,000

円 

  

 

 

  200人
以上 

300人

未満 

3,000

,000

円 

  

 

   200人
以上 

300人

未満 

3,000

,000

円 

  

 

 

  300人
以上 

400人

未満 

4,000

,000

円 

  

 

   300人
以上 

400人

未満 

4,000

,000

円 
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新 旧 

  400人
以上 

500人

未満 

5,000

,000

円 

  

 

   400人
以上 

500人

未満 

5,000

,000

円 

  

 

 

  500人
以上 

600人

未満 

6,000

,000

円 

  

 

   500人
以上 

600人

未満 

6,000

,000

円 

  

 

 

  600人
以上 

700人

未満 

7,000

,000

円 

  

 

   600人
以上 

700人

未満 

7,000

,000

円 

  

 

 

  700人
以上 

800人

未満 

8,000

,000

円 

  

 

   700人
以上 

800人

未満 

8,000

,000

円 

  

 

 

  800人
以上 

900人

未満 

9,000

,000

円 

  

 

   800人
以上 

900人

未満 

9,000

,000

円 

  

 

 

  900人
以上 

1,000

人未

満 

10,00

0,000

円 

  

 

   900人
以上 

1,000

人未

満 

10,00

0,000

円 

  

 

 

  1,000
人以

上 

1,100

人未

満 

11,00

0,000

円 

  

 

   1,000
人以

上 

1,100

人未

満 

11,00

0,000

円 

  

 

 

  1,100
人以

上 

1,200

人未

満 

12,00

0,000

円 

  

 

   1,100
人以

上 

1,200

人未

満 

12,00

0,000

円 

  

 

 

  1,200
人以

上 

1,300

人未

満 

13,00

0,000

円 

  

 

   1,200
人以

上 

1,300

人未

満 

13,00

0,000

円 

  

 

 

  1,300
人以

上 

1,400

人未

14,00

0,000

円 

  

 

   1,300
人以

上 

1,400

人未

14,00

0,000

円 
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新 旧 

満 満 

  1,400
人以

上 

1,500

人未

満 

15,00

0,000

円 

  

 

   1,400
人以

上 

1,500

人未

満 

15,00

0,000

円 

  

 

 

  1,500
人以

上 

1,600

人未

満 

16,00

0,000

円 

  

 

   1,500
人以

上 

1,600

人未

満 

16,00

0,000

円 

  

 

 

  1,600
人以

上 

1,700

人未

満 

17,00

0,000

円 

  

 

   1,600
人以

上 

1,700

人未

満 

17,00

0,000

円 

  

 

 

  1,700
人以

上 

1,800

人未

満 

18,00

0,000

円 

   

 

   1,700
人以

上 

1,800

人未

満 

18,00

0,000

円 

   

 

 

  1,800
人以

上 

1,900

人未

満 

19,00

0,000

円 

  

 

   1,800
人以

上 

1,900

人未

満 

19,00

0,000

円 

  

 

 

  1,900
人以

上 

2,000

人未

満 

20,00

0,000

円 

  

 

   1,900
人以

上 

2,000

人未

満 

20,00

0,000

円 

  

 

 

  2,000
人以

上 

2,200

人未

満 

20,90

0,000

円 

  

 

   2,000
人以

上 

2,200

人未

満 

20,90

0,000

円 

  

 

 

  2,200
人以

上 

2,400

人未

22,80

0,000

円 

      2,200
人以

上 

2,400

人未

22,80

0,000

円 
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新 旧 

満 満 

  2,400
人以

上 

2,600

人未

満 

24,70

0,000

円 

      2,400
人以

上 

2,600

人未

満 

24,70

0,000

円 

    

  2,600
人以

上 

2,800

人未

満 

26,60

0,000

円 

      2,600
人以

上 

2,800

人未

満 

26,60

0,000

円 

    

  2,800
人以

上 

3,000

人未

満 

28,50

0,000

円 

      2,800
人以

上 

3,000

人未

満 

28,50

0,000

円 

    

  3,000
人以

上 

3,200

人未

満 

30,40

0,000

円 

      3,000
人以

上 

3,200

人未

満 

30,40

0,000

円 

    

  3,200
人以

上 

3,400

人未

満 

32,30

0,000

円 

       3,200
人以

上 

3,400

人未

満 

32,30

0,000

円 

     

      

  3,400
人以

上 

3,600

人未

満 

34,20

0,000

円 

      3,400
人以

上 

3,600

人未

満 

34,20

0,000

円 

    

  3,600
人以

上 

3,800

人未

満 

36,10

0,000

円 

      3,600
人以

上 

3,800

人未

満 

36,10

0,000

円 

    

  3,800
人以

上 

4,000

人未

38,00

0,000

円 

      3,800
人以

上 

4,000

人未

38,00

0,000

円 
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新 旧 

満 満 

  ※4,000人以

上の場合は

別途協議 

      ※4,000人以

上の場合は

別途協議 

    

 

(２) 送迎対

応を行う看

護師等雇上

費 

 (２) 

送迎

対応

を行

う看

護師

等雇

上費 

  

(２) 送迎対

応を行う看

護師等雇上

費 

 (２) 

送迎

対応

を行

う看

護師

等雇

上費 

 

 １か所当た

り年額 

5,400,000円 

 
5,400,00

0円 

  １か所当た

り年額 

5,400,000円 

 
5,400,00

0円 

 

 
(３) 送迎経

費 

 (３) 

送迎

経費 

  
(３) 送迎経

費 

 (３) 

送迎

経費 

 

 １か所当た

り年額 

3,634,000円 

  
3,634,00

0円 

  １か所当た

り年額 

3,634,000円 

  
3,634,00

0円 

 

 

(４) 研修参

加費用 

 (４) 

研修

参加

費用 

  

(４) 研修参

加費用 

 (４) 

研修

参加

費用 

 

 職員１人当

たり年額 

10,000円 

 
10,000円 

  職員１人当

たり年額 

10,000円 

 
10,000円 

 

 
３ 普及定着促

進費 

 ３ 普及

定着促

進費 

  
３ 普及定着促

進費 

 ３ 普及

定着促

進費 

 

 （開設準備経

費） 

    （開設準備経

費） 

   

 (１) 改修費

等 

１か所当た

り 

4,000,000

円 

 (１) 

改修

費等 

4,000,00

0円 

  (１) 改修費

等 

１か所当た

り 

4,000,000

円 

 (１) 

改修

費等 

4,000,00

0円 

 

 (２) 礼金及

び賃借料

（開設前月

分） 

１か所当た

り 

600,000円 

 (２) 

礼金

及び

賃借

料 

600,000

円 

  (２) 礼金及

び賃借料

（開設前月

分） 

１か所当た

り 

600,000円 

 (２) 

礼金

及び

賃借

料 

600,000

円 

 

 ※交付決定

年度に支

 
 
  ※交付決定

年度に支
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新 旧 

払われた

ものに限

る。 

払われた

ものに限

る。 

 新型

コロ

ナウ

イル

ス感

染症

対策

支援

事業 

子ども・子育て

支援交付金の交

付について（平

成28年７月20日

付け府子本第

474号内閣総理

大臣通知）の別

紙子ども・子育

て支援交付金交

付要綱別紙基準

額の欄に定める

額の範囲内で予

算で定める額 

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

対策の

実施に

必要な

経費

（飲食

物費を

除く。） 

10

分

の

10 

１か所当

たり 

300,000

円 

  新型

コロ

ナウ

イル

ス感

染症

対策

支援

事業 

子ども・子育て

支援交付金の交

付について（平

成28年７月20日

付け府子本第

474号内閣総理

大臣通知）の別

紙子ども・子育

て支援交付金交

付要綱別紙基準

額の欄に定める

額の範囲内で予

算で定める額 

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

対策の

実施に

必要な

経費

（飲食

物費を

除く。） 

10

／

10 

１か所当

たり 

300,000

円 

 

 保育

所等

業務

効率

化推

進事

業

（保

育所

等に

おけ

るＩ

ＣＴ

化推

進等

事

業）

（令

和２

年度

第３

次補

正予

算

分）

実施

要綱

（令

和３

年２

月４

日子

病児保育事業等

の業務（予約・

キャンセル等）

のＩＣＴ化を行

うためのシステ

ム導入 １施設

当たり 

保育所

等にお

けるＩ

ＣＴ化

推進事

業を実

施する

ために

必要な

システ

ムの導

入費

用、リ

ース

料、工

事費、

報償

費、需

用費、

役務

費、委

託料、

使用料

及び賃

借料、

備品購

入費 

３

分

の

４ 

１施設当

たり 

  保育

所等

業務

効率

化推

進事

業

（保

育所

等に

おけ

るＩ

ＣＴ

化推

進等

事

業）

（令

和２

年度

第３

次補

正予

算

分）

実施

要綱

（令

和３

年２

月４

日子

病児保育事業等

の業務（予約・

キャンセル等）

のＩＣＴ化を行

うためのシステ

ム導入 １施設

当たり 

保育所

等にお

けるＩ

ＣＴ化

推進事

業を実

施する

ために

必要な

システ

ムの導

入費

用、リ

ース

料、工

事費、

報償

費、需

用費、

役務

費、委

託料、

使用料

及び賃

借料、

備品購

入費 

３

／

４ 

１施設当

たり 

 

 1,000,000円 750,000

円 

  1,000,000円 750,000

円 
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発

0204

第１

号厚

生労

働省

子ど

も家

庭局

長通

知）

に基

づき

実施

する

事業 

発

0204

第１

号厚

生労

働省

子ど

も家

庭局

長通

知）

に基

づき

実施

する

事業 

 原油

価

格・

物価

高騰

負担

軽減

臨時

特例

事業 

交付基準額は、

次のとおり算

定する。 

（（令和５年１

月から令和５

年12月までの

施設燃料費（以

下「補助対象経

費」という。））

－（令和３年１

月から令和３

年12月までの

施設燃料費（以

下「補助金算定

基礎額」とい

う。）））－（特

定教育・保育、

特別利用保育、

特別利用教育、

特定地域型保

育、特別利用地

域型保育、特定

利用地域型保

育及び特例保

育に要する費

用の額の算定

に関する基準

等（平成27年３

月31日内閣府

告示第49号）に

基づき算定し

た令和５年１

保育所

等の施

設燃料

費 

10

分

の

10 

補助対象

経費上限

額は、次の

とおりと

する。 

補助金算

定基礎額

×1.2 

 

  （新）  
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新 旧 

月から令和５

年12月までの

冷暖房費加算

額－令和３年

１月から令和

３年12月まで

の冷暖房費加

算額） 

※各項におい

て、その差額が

零を下回る場

合は、零として

計算する。 
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